
※イベントや講座などは中止・延期・内容が変更になる場合があります。 最新の情報は、本市公式ウェブサイトか、各問合せ先でご確認ください。

ひとりで悩んでいませんか？
３月は自殺対策強化月間
問	駅南庁舎心の健康支援室
	0857-22-5616		 	0857-20-3962

　春は進学や就職、職場の異動や転勤、また家族
や友人との別れなど生活環境が大きく変化し、ス
トレスや不安を抱えやすい時期です。
　ストレスを感じたら、休息をとって心身を休め
たり、悩みや不安を抱えて困っていたら、ひとり
で悩まず、まずは身近な人に相談しましょう。

●心の健康に関するパネル展
3 月 8 日（金）まで　鳥取市駅南庁舎
3 月 8 日（金）〜 21 日（木）
　鳥取市立中央図書館
3 月 11 日（月）〜 18 日（月）
　鳥取市男女共同参画センター「輝なんせ鳥取」

市民総合窓口の
臨時開庁・時間延長
問	本庁舎市民課（6番窓口）
	0857-30-8193		 	0857-20-3909

　市民総合窓口を休日開庁および時間延長しま
す。
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開庁：休日開庁		8:30 〜 17:15
延長：延長開庁		8:30 〜 19:00

※休日および平日の延長開庁日は、市民総合窓口
（本庁舎）のみ業務しています。
◎住所異動に伴う国民健康保険、転校手続きなど
は、平日にあらためてそれぞれの担当窓口へお
出かけください。

■電子申請をご活用ください
　マイナンバーカードをお持ちの人
は、市外へお引っ越しする際に「マ
イナポータル」をご利用ください。
市役所へ来庁せずに転出届を提出することができ
ます。

★混雑予想
　4月 1日（月）は混雑することが予想され
ます。転出の場合は1カ月前から（3月のみ）、
転入・転居の場合は移り住んでから 2週間以
内であれば手続きできますので、混雑時期を
避けた手続きをおすすめします。

高齢者肺炎球菌感染症予防接種
問	駅南庁舎保健医療課
	0857-30-8640		 	0857-20-3962

　令和 5年度の高齢者肺炎球菌感染症予防接種の
定期接種は、3月31日までです。本年度で70歳
以上の5歳刻みの対象者への特例は終了します。
接種を希望する人は期間内に受けてください。
※接種券紛失などの場合は、問い合わせ先までご
連絡ください。

■対象者（令和 5 年度）
①令和 5年度中に 65・70・75・80・85・90・
95・100 歳となる人
②60 歳以上 65 歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器
の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫
の機能に障がいを有する人（各障がいについて
身体障害者手帳 1級を有する人または 1級と
同程度と証明できる人）
※ただし、過去に肺炎球菌ワクチン（23価肺炎
球菌莢膜ポリサッカライドワクチン）を接種し
た人は対象外

■自己負担金
市民税課税世帯	 2300 円
市民税非課税世帯	 800 円
生活保護世帯・中国残留邦人	 無料

■接種期間　3 月 31日（日）まで
■接種医療機関
鳥取県東部地区医療機関　※要予約

こころの
体温計

LINE 相談

因伯シルバー大会出場者募集 「ねんりんピックはばたけ鳥取 2024」予選会
問	（福）鳥取県社会福祉協議会ねんりんピック連携室（〒689-0201	伏野 1729-5）
	0857-59-6332		 	0857-59-6340

と　き	 主に 5月上・中旬ごろに種目毎に開催
ところ	 県東部地区を中心に開催予定
種　目	 卓球、テニス、ソフトテニス、ソフトボー

ル、ゲートボール、ペタンク、ゴルフ、弓道、
グラウンド・ゴルフ、囲碁、将棋、健康マー
ジャン（全12種目）

対　象	 鳥取県に在住する 60歳以上（昭和 40
（1965）年４月１日以前生まれ）の人

募　集	 ４月 15日（月）までに所定の参加申込用
紙に必要事項を記入し、ファクシミリま
たは郵送で問い合わせ先まで

※詳しくは問い合わせ先まで

駅南庁舎が新たな子育て支援の総合拠点に
こども未来課と幼児保育課が駅南庁舎に移転します
問	駅南庁舎こども家庭相談センター	 	0857-20-0122		 	0857-20-0144		
問	本庁舎こども未来課（13番窓口）	 	0857-30-8232		 	0857-20-3907		　※ 3月 31日（日）まで
問	本庁舎幼児保育課（13番窓口）	 	0857-30-8236		 	0857-20-3907		

　4 月から「こども家庭センター」を設置し、新
たな子育て支援の総合拠点が誕生します。
　児童福祉と母子保健にかかる業務を駅南庁舎で
一元化して行うことにより、子育てや家庭環境な
どに関する相談や保育園の就園やひとり親支援の
手続きなど、保護者のニーズに応じて、気軽に、
そして一体的に行える環境を整えます。
　子育て世帯のみなさんが安心して子どもを産
み、育てられるまちであり続けるよう、全力で取
り組んでいきます。

■「こども家庭センター」を設置し、
子育て相談窓口を一本化

　妊娠期から乳幼児期の相談窓口となっている
「子育て世代包括支援センター（こそだてらす）」
と、児童虐待の予防や養育環境の相談、支援を行っ
ている「子ども家庭総合支援拠点（こども家庭相
談センター）」の機能を一体的に行う機関として、
すべての妊産婦・子育て世帯・こどもに対する相
談支援の総合窓口として「こども家庭センター」
を設置します。

■「こども未来課」と「幼児保育課」を
駅南庁舎に移転

　子育て支援計画の推進やひとり親支援の手続き
などを行う「こども未来課」と保育園などの就園
手続きなどを行う「幼児保育課」を駅南庁舎に移
転し、家庭や学校など生活のさまざまな場面で困
難を抱える子育て世帯やひとり親世帯への相談、
必要とされる支援などの繋ぎを一体的に行いま
す。また、多様化する保護者ニーズに寄り添い、
妊娠期から保育園への入所に関する相談や保育
サービスへの繋ぎをワンストップで行います。

■こども家庭センター（新設）■こども家庭センター（新設）
子育て総合支援拠点（駅南庁舎）

■こども未来課（移転）
■幼児保育課（移転）
■こども発達支援センター
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駅南庁舎で解決 !

4 月から、各種手続きの窓口が変わります
　駅南庁舎に窓口が変更になります。
・ひとり親支援に関する手続き（児童扶養手
当、各種給付金、貸付金など）

・保育所に関する手続き（保育園・幼稚園・認
定こども園などの入所、保育サー
ビスなど）

※児童手当に関する手続きは、引き
続き本庁舎１階で行います。
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